
介護保険法（平成９年法律123号）第70条第１項及び第115条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防居宅サービス事業所を次のとおり指定した。

事業所番号 サービス種類 事業所名 事業所〒 事業所住所 事業所電話 事業所FAX 指定年月日 状態 申請(開設)者名 申請(開設)者住所
指定有効
期限年月日

代表者名 代表者職種

2029/2/28 田窪　孝和 代表取締役
0879-85-
8878

2023/3/1 指定 株式会社ハッピースマイル
愛媛県今治市山方町１丁

目甲1447番地
3770201972

ダスキンヘルスレント香川西ス
テーション

794-0053
香川県丸亀市郡家
町１８２２－９

0877-35-
8858

福祉用具貸与
特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売


